
Ｇマーク認定事業所に対する「中国運輸局・岡山運輸支局
安全性優良事業所表彰」申請について

Ｇマーク認定事業所に対するインセンティブの一つとして、平成２６年度に表
彰制度（中国運輸局表彰、岡山運輸支局表彰）が創設されました。
本年度、表彰対象となるＧマーク認定事業所に対する「中国運輸局・岡山運輸

支局表彰」の申請を下記のとおり受け付けますので、表彰を希望する事業所にお
かれましては受付期間内に申請くださいますようお願いいたします。

記

１．受付期間
①中国運輸局表彰 令和８年６月１日(月)～６月１９日(金)
②岡山運輸支局表彰 令和８年７月１日(水)～８月１４日(金)

２．提 出 先 (一社)岡山県トラック協会 担当：槇本・田中
岡山市北区青江１－２２－３３
℡：０８６－２３４－８２１１

３．表 彰 日
①中国運輸局表彰 令和７年 ９月下旬
②岡山運輸支局表彰 令和７年１１月上旬

４．表彰基準
別紙（安全性優良事業所表彰規程（概要抜粋））参照

５．申請様式・提出部数
①申請様式 岡山県トラック協会ＨＰに掲載しています。
Topページ →「会員のみなさまへ」→「表彰」ページ下段《安全性優良事
業所表彰》の各表彰名をクリックしてダウンロードしてください。

②提出部数 ４部（正本１部、副本３部）作成し、３部（正本１部、副本２
部）提出してください。
副本３部のうち１部は事業所の控えとして保管しておいてくださ
い。



別 紙

安全性優良事業所表彰規程（概要抜粋）

岡山運輸支局表彰 中国運輸局表彰
1. Ｇマークを連続して10年以上取得して 1. Ｇマークを連続して10年以上取得して
いること いること

→ 直近の認定での「総合評価点数が90点
以上」又は｢安全性に対する取組の積
極性の評価が15点以上」であること

2. 表彰日の直前3年間について､岡山運輸 2. 表彰日の直前3年間について､中国運輸
支局管内で､第一当事者又は第一当事 局管内で､第一当事者又は第一当事者
者と推定される重大事故を惹起してい → と推定される重大事故を惹起していな
ないこと いこと
（岡山県内の他の事業所を含む） （中国運輸局管内の他の事業所を含む）

3. 表彰日の直前1年間について､岡山運輸 3. 表彰日の直前1年間について､中国運輸
支局管内で、監査に基づく行政処分を → 局管内で､監査に基づく行政処分を受
受けていないこと けていないこと
（岡山県内の他の事業所を含む） （中国運輸局管内の他の事業所を含む）

4. 運転者教育が定期的に実施されている 4. 左記運転者教育が年間計画表やカリキ
こと ュラムを作成し2ヶ月に1回程度実施し
・交通事故防止会議 ているとともに､会社独自の取組とし
・安全衛生委員会 て、ISO(9000もしくは39000シリー
（交通事故防止の内容が含まれているもの ズ)運輸安全マネジメントの安全管理
に限る） → 規程等による運転者教育を実施するこ

・グループによる危険予知訓練､ヒヤリハ とにより､国の基準以上の運転者教育
ット活動 が実施されている事業所であること

・交通事故防止に関する品質管理活動
・小グループ安全活動
・交通事故防止等輸送の安全確保に関する
会議・活動など

5. デジタル式運行記録計又はドラレコが 5. デジタル式運行記録計又はドラレコが
装着されている事業所であり､その効 → 装着されている事業所であり､その効
果をドライバー教育等に反映させてい 果をドライバー教育等に反映させてい
ること（配置車両の90％以上に装着） ること（配置車両の全車両に装着）

6. Ｇマーク認定を受けたことにより荷主 6. Ｇマーク認定を受けたことにより輸送
からの評価若しくは安定的な経営を確 の安全確保について荷主から表彰･感
立した事業所であること又は社内にお 謝状を受けたことがある若しくは安定
いて､定期的に｢運転記録証明書｣を取 的な財務基盤の確保が図られた事業所
り寄せ､事故及び違反実態を把握して､ であること又はＧマーク事業の活動を
個別指導に活用している事業者である → 通じて交通事故の防止に努めている若
こと しくはＧマーク事業に係る活動を積極

的に行っている事業所であり､結果､行
政､外部機関､全ト協若しくは県ト協か
ら､輸送の安全に関する表彰を受けて
いる事業所であること

→ 7. 岡山運輸支局長表彰を受けていること


